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　7月から9月末までの3カ月間、省エネの取り組みをとお
して、毎週火曜日、胸には「道徳のまち かさまつ」、背中に
は「心のまち」とプリントされた、道徳のまち推進Tシャツ
を職員全員が着用し業務をしますので、ご理解とご協力を
お願いします。 
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総会であいさつをする伊藤郡町村議会議長会会長 

安全・安心な、人に優しいまちをめざして 
笠松町長　広江　正明 

　このたびの町長選挙に
おきまして、無投票当選に
より引き続き4期目の町政を
担わせていただくことにな
りました。これまで職務を遂

行させていただくことができたのも町民の皆様の
ご理解とご協力があったからこそと改めて感謝申
し上げますとともに、今後もより一層、皆様の声に
耳を傾け政策に反映させていく所存でございます。 
　さて、町では現在、「笠松町第5次総合計画」
の理念である「“個性”を活かし、“調和”を大切
にしたまちづくり」の実現に向け、町民の皆様の
目線に立って様々な施策に取りかかっております。 
　第1には、「安全・安心なまちづくり」のために、
名鉄笠松駅周辺の交通バリアフリー化事業の完
成や、学校や保育所をはじめとした公共施設の耐
震化および延命化事業により、町民の皆様が安心
できる住みやすいまちとなるよう尽力いたしますとと
もに、公共建築物にかかるコスト縮減をめざします。 
　第2には、「魅力あるまちづくり」に向けたリバー
サイドタウンかさまつ計画に基づくサイクリングロー

ド整備事業の推進や、みなと公園Eボート大会を定
期的に開催するなど、木曽川周辺を活用した地域
交流の場を積極的に設けることで、町民の皆様の
健康増進および協働の輪の拡大を促進いたします。 
　このほかにも、これまで以上に活気あふれるま
ちとなるよう歴史や文化を大切にし、かつ新しい
ことにも挑戦していく気持ちを持ち続けて、「地域
福祉の向上」「教育環境の充実」などの各種施
策に重点を置いた事業を、精選して行ってまいり
ます。また、次期ごみ焼却場建設事業についても、
構成団体として最善の方向に向けて検討・協議
を積極的に進めてまいります。 
　さらには「人に優しいまち」を目指し、生活環境
の向上による優しさに加え、おもてなしの心や道
徳的な心を重視した魅力あふれるまちとなるよう、
皆様とともにまちづくりを行っていきたいと考えて
おります。 
　町民の皆様の幸せと笠松町のさらなる発展の
ため、全力を尽くす所存でございますので、これま
で同様のご理解と一層のご協力をお願い申し上
げます。 

　第５５回羽島郡町村議会議員総会が６月３日、役場大会議室で開催されました。 
　当日は、郡内の町議会議員をはじめ、来賓の田中勝士県議会議員、後藤弘之岐阜振興局長、郡内
の町長ら約３０人が出席されました。 
　総会の席上、町議会議員として多年にわたり
地方自治の発展に貢献された議員に対し、伊藤
功羽島郡町村議会議長会会長から自治功労者
表彰が行われ、当町から岡田文雄議員（議員在
職１６年以上）が表彰されました。 
　その後、山本耕岐阜新聞社編集局長による「震
災・原発をめぐって」と題した講演があり、被災地
復興や福島原発処理など震災をめぐる論点を報
道記者からの視点で話されました。 

厚生労働大臣特別表彰 

町長就任あいさつ 

羽島郡町村議会議員総会 

田島　　さん 

　田島　さん（無動寺）が、民生委員・児童委員に対する厚生労働大臣特別表彰を受賞され、広江町
長より６月１４日、伝達されました。 
　田島さんは、長年にわたり委員として、住民の立場に立って生活相談や助言を積極的に行われるな
ど、業務に献身的に勤められ、地域福祉の発展に大きく寄与されました。 



3

第２４号議案　専決処分の承認について 
○笠松町国民健康保険条例の一部を改正する
条例 
国民健康保険法施行規則の一部改正に伴

い、出産育児一時金の支給額３９万円を恒久
化する規定整備。 

○笠松町国民健康保険税条例の一部を改正す
る条例 
地方税法施行令の一部改正に伴い、課税

限度額の引き上げを行う規定整備。 
・医療給付費分 ５０万円  →  ５１万円 
・後期高齢者支援金分 １３万円  →  １４万円 
・介護納付金分 １０万円  →  １２万円 
○平成２３年度笠松町一般会計補正予算（専決
第１号） 
　補正額 ４１８,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,３４８,７１５,０００円 
東日本大震災による被災地への職員派遣

に伴う費用の増額補正。 
○笠松町税条例の一部を改正する条例 
地方税法の一部改正に伴い、東日本大震
災により生じた住宅や家財等に係る損失につ
いて、平成２３年度個人住民税において雑損
控除の適用を可能とする規定整備。 

第２５号議案　笠松町固定資産評価審査委員
会委員の選任同意について 

任期満了となる宮崎貴氏（米野）を引き続き
委員に選任。 
第２６号議案　羽島郡二町教育委員会委員の

選任同意について 
任期満了となる岩井弘榮氏（米野）、黒田修氏

（田代）を引き続き委員に選任。 
第２７号議案　笠松町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について 
所得の減少や医療費の増加などにより保険
税収納必要額が不足する見込みのため、医
療給付費分については、前年度繰越金の一
部を財源に充当および保険税の負担増に対
する激変緩和措置として一般会計から繰り入
れを行い、必要最低限税率引き上げを行う規
定整備。 
＜医療給付費分＞ 
・所得割額 １００分の４.９５ → １００分の６.０ 
・均等割額 ２０,７００円 → ２２,０００円 
・平等割額 ３０,０００円 → ３２,０００円 
また、後期高齢者支援金分・介護納付金分
については、社会保険診療報酬支払基金に
対する納付額の増加や所得の減少により、保
険税収納必要額が不足する見込みのため、
税率引き上げを行う規定整備。 
＜後期高齢者支援金分＞ 
・所得割額 １００分の１.８ → １００分の１.９７ 
・均等割額 ９,０００円 → １０,４００円 
＜介護納付金分＞ 
・所得割額 １００分の１.３５ → １００分の２.１３ 
・均等割額 １２,３００円 → １５,４００円 

第２８号議案　平成２３年度笠松町一般会計補
正予算について 

　補正額 ７６,１３０,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,４２４,８４５,０００円 
職員異動などに伴う人件費の減額（△３９,７５８,

０００円）のほか、「妊婦・乳児連れ駐車場表示
マーク」を庁舎北側駐車場、笠松みなと公園
駐車場および笠松町運動公園内駐車場に設
置する工事請負費の増額、国民健康保険税
の不足に充てるため、国民健康保険特別会計
に対する繰出金の増額、親子プレイルームに
子ども用書籍を充実するため備品購入費の増
額、国の総合的ながん対策推進事業を受け、
がん検診推進事業に係る委託料などの増額、
篤志者からの寄附を活用した笠松中学校ブラ
スバンド部備品購入費の増額、町民運動場の
外構フェンスの改修に要する工事請負費の増
額などの補正。 
第２９号議案　平成２３年度笠松町国民健康保

険特別会計補正予算について 
　補正額 ４１５,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,３９７,８６０,０００円 
職員異動などに伴う人件費の増額のほか、
国民健康保険税の減額、一般会計繰入金の
増額および前年度繰越金の増額などの補正。 
第３０号議案　平成２３年度笠松町介護保険特

別会計補正予算について 
　補正額 △５４５,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,４５４,５６０,０００円 
職員異動などに伴う人件費の減額のほか、

自動車損害賠償責任保険料の増額、保険料
に係る還付金の増額などの補正。 
第３１号議案　平成２３年度笠松町下水道事業

特別会計補正予算について 
　補正額 １２,４２４,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ９３０,７６５,０００円 
職員異動などに伴う人件費の増額補正。 

第３２号議案　平成２３年度笠松町一般会計補
正予算について 

　補正額 １,７３３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,４２６,５７８,０００円 
笠松保育園園舎の耐震補強工事に向けた「耐
震補強計画」策定に対する助成を行うため負
担金補助及び交付金の増額補正。 

〔提出議案はすべて可決〕 
 
 
【報告】 
平成２２年度繰越明許費繰越計算書 

【提出】 
平成２２年度笠松町土地開発公社決算 
平成２２年度財団法人笠松町地域振興公社
決算 

第２回笠松町議会定例会議決結果 
（5月25日開会　6月10日閉会） 
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杭木に青竹を継ぎ止める（籠止め工）笠松水防団員 

水害に備えて水防演習 木曽川右岸地帯水防事務組合 

【レジ袋有料化還元基金寄附金】　ユニー（株）　現金　89,499円 
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

寄　　附 

　木曽川右岸地帯水防事務組合（管理者広江正明笠松町長）主催の水防連合演習が５月２９日、台
風２号による大雨の中、笠松競馬場三角駐車場で行われました。 

　水防演習は、これからの出水期を前に木曽川
における洪水を想定して、災害時の被害を軽減
するため水防工法の実践訓練を行い、水防技能
の習熟と水防思想の高揚を図ることを目的として
います。 
　組合の構成団体は笠松町をはじめ、岐阜市・
各務原市・岐南町の１５水防団により、梅雨前線
と台風の影響で木曽川上流部において３００ミリ
から５００ミリの雨量となり、はんらん警戒警報第１
号が発令され計画水位を上回るとの想定で「猪
の子工」「屏風返し工」「月の輪工」など１３工法
を本番さながらに行いました。 
　また、長年水防団活動に貢献された次の方に
表彰の披露と授与がありました。 

 
（当町関係分　敬称略） 

○公益社団法人日本河川協会河川功労者表彰 
　（披露） 
　円城寺水防団団長 岡崎晃 
○岐阜県水防表彰（披露） 
【紅功労賞】 
　笠松水防団班長 野々部誠司 
　門間水防団班長 岡本勝利 
　無動寺水防団団員 松原昭夫 
　笠松水防団団員 鈴木直樹 
　田代水防団団員 長野和成 

○木曽川右岸地帯水防事務組合水防表彰（授与） 
【功労賞】 
　米野水防団班長　森立夫　宮崎和彦　森敏朗 
　無動寺水防団班長 松原幸秀 
　円城寺水防団班長 杉浦利彦 
　円城寺水防団団員 堀江勇 
　笠松水防団班長 野田泰司 
【勤労章１号】 
　米野水防団班長 林 勉　後藤富彦 
　円城寺水防団団員 加藤喜久雄 
　田代水防団班長 堀場栄嗣 
【勤労章２号】 
　笠松水防団団員 不破敬二　竹中光重 

　５月１８日以降、笠松町役場でお預かりしました義援金は次のとおりです。 
（６月２１日現在※敬称略・預かり順） 

岐阜県身体障害者福祉協会笠松町分会　20,000円 
匿名 12,375円 

堀　滋 10,000円 

アドバンテージ ２０,２１０円 

義援金箱 8,643円 

東日本大震災　義援金 
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丹精込めた作品を鑑賞する皆さん 

丹精込めた力作を展示 

　笠松町老人クラブ連合会主催の「老人余技
作品展」が、５月２５日から２７日までの３日間、福祉
会館で開催されました。 
　会場には、伊勢型紙・流木・日本画・写真・盆栽・
ちぎり絵・手芸・陶芸など、会員の皆さんが丹精込
めた１４４点の作品が展示され、訪れた多くの皆さ
んの目を楽しませました。 

　羽島口腔保健協議会主催の「第22回歯の健康フェスティバル」が6月5日、岐南町中央公民館で開
催されました。当日は、フッ化物塗布、歯の健康相談、人形劇などが行われ、親子連れなど６７７人が訪
れ賑わいました。 
　また、会場では「歯の健康優良児」などの表彰も行われ、次の皆さんが受賞されました。 

（当町関係分　敬称略） 
【歯の健康優良児】 
・笠松小学校　　岩田竜之介　　鳥井　章裕　　大川　千春　　長谷川　桜 
・松枝小学校　　奥村　拓実　　三浦　大輝　　太和田実沙　　平光奈々美 
・下羽栗小学校　川出　凱斗　　関小田駿輝　　樺沢　美優　　松原千香子 
歯の衛生図画・ポスター優秀作品 
・笠松小学校　　内藤　怜奈　　村岡　早紀　　尾関日菜子 
・松枝小学校　　大前　瑛太　　井上裕里加　　森　万由花 
・下羽栗小学校　宮井　優吾　　前田　愛介　　森　　結香 
高齢者よい歯のコンクール部門 
【優秀賞】伊藤　三江（八幡町）　森　　鈴子（無動寺）　廣　　　登（瓢町） 
【奨励賞】尾辻　洋子（北及）　　長屋佐喜夫（北及）　　長屋　久子（北及）　戸　　敬子（友楽町） 

第22回歯の健康フェスティバル開催 羽島口腔保健協議会 

笠松町緑化推進委員会 

町老人クラブ連合会「余技作品展」 

安全な自転車の乗り方を体験される皆さん 

自転車の安全運転を学ぶ 

　6月1日、中央公民館で約140人の高齢者が交
通安全教室に参加しました。この教室は、交通
事故の中で高い割合を占める高齢者の事故を
防ぐために毎年開催しています。 
　教室では、岐阜羽島警察署交通課長による講
話の後、安全な自転車の乗り方の実技指導があ
りました。参加した皆さんは実際に自転車に乗り、
交差点での正しい乗り方を体験されました。 

高齢者交通安全教室 

「緑の募金」活動へのご協力ありがとうございました 

平成２３年度「緑の募金」にご協力いただきましてありがとうございました。 
皆さんからお寄せいただいた募金は、緑化推進事業に活用させていただきます。 
【募金総額】 ７０９,５００円 
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※8月15日は川まつりのため、笠松みなと公園の駐車場の利用およびみなと公園トンボ広場（火気使用
可能区域）での火気の使用はできませんのでご了承ください。 

　夏の風物詩「笠松川まつり」を8月15日（月）に笠松みなと公園で開催
しますので、ぜひ、ご来場ください。今年は、東日本大震災の被災地応援イ
ベントとして、応援メッセージを入れた文字花火などを実施する予定です。 
　また、メモリアル花火、花火写真コンテスト作品および川まつり当日にボ
ランティアスタッフとしてお手伝いいただける方を募集しますので、多数
のご応募をお待ちしています。 

【問合先】かさまつまちづくりイベント実行委員会事務局（役場環境経済課内） 

申込方法 申込書に協賛金を添えて申し込みく
ださい。 

申込期限 7月21日（木） 

※天候・出水などの状況により花火が中止の場合は、チ
ラシ掲載料などの手数料（1,000円）を差し引いた
額を返金します。 

申 込 先  環境経済課、松枝公民館、総合会館、
町商工会 

協 賛 金  3,500円（3号玉） 
※協賛いただいた中から500円を義
援金として被災地へ寄付いたします。 

メッセージ 氏名、会社名を除いて15文字以内 

　笠松川まつりで、大切な方へのメッセージを添
えたメモリアル花火を打ち上げてみませんか？ 

メモリアル花火大募集 メモリアル花火大募集 

募集人数 24人 

申 込 先  環境経済課、松枝公民館、総合会館、
町商工会 

申込期限 7月21日（木） 

申込方法 申請書に必要事項を記入のうえ、申
し込みください。 

日 時  8月15日（月） 午後6時～9時30分 

場 所  笠松みなと公園（川まつり会場） 

　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝
いしていただくボランティアスタッフを募集して
います。 
　町内に在住、在勤の中学生以上の方ならどなた
でもご応募いただけます。 

ボランティアスタッフ募集 ボランティアスタッフ募集 

応募規定 

①本人が撮影した未発表オリジナル作品 
②1人1作品 
③カラー写真（加工写真可） 
④大きさは六切りまたはA4サイズの縦長 
⑤折ったり丸めないこと 
⑥作品の裏に住所、氏名、電話番号、写真タイト
ルを記入のこと（加工作品はその旨明記し、
画像データもあれば提供してください） 
⑦作品は2012年笠松川まつりのポスターや
チラシなどに使用します。 

①応募作品は返却しません。 
②応募作品の著作権は、主催者である「かさまつま
ちづくりイベント実行委員会」に譲渡されます。 
③他の権利者（被写体の肖像権など）を含む著作物
を使用する場合は必ず権利者の承諾を得た上で
ご応募ください。 

応 募 先  〒501‐6181　笠松町司町1番地 
役場環境経済課内 
「かさまつまちづくりイベント実行委
員会」写真コンテスト係 

応募方法 郵送または持参 

応募期限 9月1日（木）必着 

賞 最優秀賞、優秀賞ほか 
※各賞に賞品があります。 

注意事項 

テ ー マ 「花火と万灯流し」 

応募資格 どなたでも応募できます。 
（プロ・アマは問いません） 

　花火写真のコンテストを実施しますので、奮っ
てご応募ください。優秀作品は、来年の川まつり
のポスターなどに使用します。 

花火写真コンテスト 
作品募集 

花火写真コンテスト 
作品募集 

かさまつまちづくりイベント実行委員会 
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　国民健康保険は、病気やケガをした時に安心して医療機関で受診ができるように、日ごろ保険税を出
し合い保険医療を受けられる制度です。 
　医療機関などでかかった医療費は、加入する皆さんが一定割合を自己負担分として医療機関の窓
口などで支払い、残りの費用を保険から支払っています。 
　高齢者人口の増加や医療技術の進歩・普及などにより、医療費が年々増えており、今後も更なる増
加が見込まれます。 
　これまでは、加入する皆さんの保険税の負担が大きくならないように、国民健康保険基金の取り崩し
などで対応してきましたが、平成２２年度には基金も底をつき、医療費の支払いに必要な収入に満たな
い状況となりました。 
　平成２３年度は不足分を税率の引き上げのみで補うと一気に皆さんの負担増となるため、前年度繰
越金の一部を財源に充て、本来福祉・教育・道路整備などに使われるべき「一般会計」から繰入金とし
て支援を受け、必要最低限の税率の引き上げをすることになりました。 
　また、後期高齢者支援金分・介護給付金分についても、平成２３年度のそれぞれの制度への納付額
の増加により、税率の引き上げを行うことになりました。 
　皆さんには、さらなるご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。 

国民健康保険税の軽減制度 
　所得が一定額以下の世帯には、国民健康保険税の負担の軽減を図るため、均等割額および平等
割額を軽減することを法律で定めています。ただし、低所得世帯でも所得申告がされていない場合は、
軽減の対象となりません。 
○均等割額と平等割額の軽減 

※国民健康保険税納税通知書を7月中旬に発送します。発送直前まで保険税の計算を行っておりますので、7月
中旬までは保険税額のお問い合わせにお答えできない場合があります。ご了承ください。 

国民健康保険税の税率が変わりました 

改定前 改定後 

所得割額 

資産割額 

均等割額 

平等割額 

課税限度額 

基準総所得金額に乗ずる率 

固定資産税額に乗ずる率 

1人につき 

1世帯につき 

4.95/100 

45.0/100 

20,700円 

30,000円 

500,000円 

6.00/100 

据 え 置 き 

22,000円 

32,000円 

510,000円 

所得割額 

均等割額 

課税限度額 

基準総所得金額に乗ずる率 

1人につき 

1.80/100 

9,000円 

130,000円 

1.97/100 

10,400円 

140,000円 

所得割額 

均等割額 

課税限度額 

基準総所得金額に乗ずる率 

1人につき 

1.35/100 

12,300円 

100,000円 

2.13/100 

15,400円 

120,000円 

軽減割合 

7割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

世帯（被保険者および世帯主）の前年中の総所得金額等の合計額 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯 

「33万円（基礎控除額）＋24.5万円×世帯の被保険者数（被保険者である世帯主を除く）」以下の世帯 

「33万円（基礎控除額）＋35万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 
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　生活習慣病予防のための特定健診（国民健康保険加入者対象）、ぎふ・すこやか健診（後期高齢

者医療加入者対象）を次のとおり実施します。この機会にぜひ受診してください。 

　国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、

特定健診を加入している医療保険者が実施することにな

っていますので、詳しくは各医療保険者にお問い合わせく

ださい。 

　なお、特定健診の対象者で、次に該当する方は受診できませんので、受診券を役場へ返却または電

話にてご連絡ください。 

①妊産婦の方 

②海外在住の方 

③長期（6カ月以上）入院の方 

④国民健康保険から他の医療保険に変わった方 

⑤勤務先の健診や人間ドックを受診した方、また受診する予定の方 
（健診結果を国民健康保険に提出していただければ受診の必要はありませんので、ご協力をお願いします。） 

特定健診、 
ぎふ・すこやか健診 
を受けましょう 

特定健診、 
ぎふ・すこやか健診 
を受けましょう 

特定健診、 
ぎふ・すこやか健診 
を受けましょう 

 
特定健診 
 

ぎふ・ 
すこやか健診 

国民健康保険の加入者で、平成23年度中に40歳になる方～平成23年8月31日時
点で74歳になる方（昭和11年9月1日～昭和47年3月31日生まれの方） 
（被用者保険（注）など他の医療保険加入者や長期（6カ月以上）入院中の方は受診できません） 

平成23年8月31日時点で75歳以上の方（昭和11年8月31日以前に生まれた方） 
（障がい認定の方は65歳以上の方） 

対　象　者 

国民健康保険以外の方 

　平成２３年８月１日～１０月３１日 

実施期間 

（注）被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称 

※対象者には7月下旬に受診券や受診案内を郵送します。 
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健診内容・自己負担金　健診によって検査項目が違います。 

実施医療機関　羽島郡内の指定医療機関 

◎受診券 ◎被保険者証（国民健康保険証または後期高齢者医療保険証） 
◎問診票（必要事項を記入してください。） ◎昨年度の特定健診結果（お持ちの方のみ） 

持ち物 

　受診した医療機関で健診結果の説明（情報提供）があります。 

受診結果 

　保険医療課 

問合先 

検査項目 

問診 

身体計測・BMI 

腹囲測定 

血圧測定 

理学的検査 

尿検査 

血中脂質 

肝機能 

ヘモグロビンA1c 

クレアチニン 

心電図 

貧血 

眼底検査 

随時血糖（グルコース） 

尿酸 

自己負担金 

特定健診 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

医師の判断により実施 

○ 

○ 

40～69歳 1,800円 

70～74歳 900円 

※受診する医療機関の窓口でお支払いください。 

ぎふ・すこやか健診 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

 

500円 

医療機関名 

愛 生 病 院  

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

おおかわ整形外科 

片 山 ク リ ニ ック  

小 寺 医 院  

こ め の 医 院  

杉 山 内 科 医 院  

羽 島 ク リ ニ ック  

ひらたクリニック  

松 波 総 合 病 院  

吉 田 胃 腸 科  

医療機関名 

赤座医院上印食診療所 

お お し ろ 内 科  

岡 山 ク リ ニ ック  

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

沢 田 内 科  

サンライズクリニック 

伏 見 医 院  

渡 辺 小 児 科  

やまうちクリニック 

住　所 

円 城 寺  

上 本 町  

門 間  

門 間  

田 代  

美 笠 通  

米 野  

奈 良 町  

門 間  

田 代  

田 代  

門 前 町  

住　所 

上 印 食  

野 中  

徳 田  

八 剣  

下 印 食  

上 印 食  

野 中  

三 宅  

八 剣  

八 剣 北  

電　話 

388‐3300 

387‐2257 

387‐0180 

388‐7666 

388‐8700 

387‐4504 

387‐6010 

388‐3600 

387‐6161 

387‐3378 

388‐0111 

387‐2217 

電　話 

247‐2626 

249‐1366 

268‐0307 

247‐6630 

278‐1030 

247‐5131 

247‐3322 

247‐8828 

246‐8882 

215‐7771

笠
　
松
　
町 

岐
　
南
　
町 
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後期高齢者医療制度のお知らせ 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号○○○○○○○○ 平成○○年○月○○日 
住 所  
 
氏 名  
生 年 月 日  
資格取得年月日 
発 効 期 日  
交 付 年 月 日  
一部負担金の割合 
 
保 険 者 番 号  
保 険 者 名  

 
 
岐阜県羽島郡笠松町司町１番地 
 
笠松　太郎　　　　　　性　別　男 
 昭和 ○○年 ○○月 ○○日 
 平成 ○○年 ○○月 ○○日 
 平成 ○○年 ○○月 ○○日 
 平成 ２３年 ８月 １日 
　　　　○　割 
 
　　○○○○○○○○ 
岐阜県後期高齢者医療広域連合 

被保険者番号 ○○○○○○○○ 

氏 名  笠松　太郎 

一部負担金の 
割 合  ○　割 

有 効 期 限  平成２４年７月３１日 

保険証（被保険者証）を更新します 

平成23年度の保険料額が決定しました 

7月31日まで 

うすい紫色 
8月1日から 

うすい青色 

　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険者
証）は、笠松町に住所を有する７５歳以上の方と、６５歳から７４
歳までの方で一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加
入された方に交付されます。 
　現在の保険証の有効期限は平成２３年７月３１日となっていま
すので、８月１日からは７月中にお送りする新しい保険証をご使
用ください。 

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得
割額」の合計となり、平成２３年度の保険料は平成２２年中の所得をもとに個人単位で計算されます。 
　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方に、７月中旬に「後期高齢
者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認
ください。 

②所得割額の軽減 
　所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方は、所得割額が一
律５割軽減されます。 
③被用者保険（注）の被扶養者であった方 
　被用者保険（注）の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が９割軽減されます。 
（注）被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。） 

【保険料の決まり方】 

①均等割額の軽減 
平成23年度の保険料の軽減措置について 

平成23年度の 
保険料 

限度額50万円（年額） 
100円未満切捨て 

均 等 割 額 

被保険者1人当たり 

39,310円 

所 得 割 額 

被保険者の所得※ × 
所得割率7.39％ 

※所得＝総所得金額等－33万円（基礎控除額） 

軽減割合 

9割軽減 

8.5割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

世帯（被保険者および世帯主）の平成22年中の総所得金額等の合計額 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない場合） 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯 

「33万円（基礎控除額）＋24.5万円×世帯の被保険者数（被保険者である世帯主を除く）」以下の世帯 

「33万円（基礎控除額）＋35万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 

●均等割額軽減判定の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額になります。 
ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。 
●軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。 
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スポーツ&レクリエーションスポーツ&レクリエーションスポーツ&レクリエーション

羽島郡総合体育大会結果 （当町関係分　敬称略） 

保険料のお支払いが難しいとき 

　保険医療課では、保険料に関する相談を受け付けています。失業や災害などでお支払いが困難な
場合はお早めにご相談ください。 
　十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処
分が行われることがあります。 

保険料のお支払いを年金から口座振替に変更できます 

　保険料は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。 

【問 合 先】保険医療課 

部　門 
シニア女子 
マスター女子 
一般男子 
一般の部 

個人の部 
 

一般男子 
一般女子 
壮年 

一般男子 
一般女子 
一般男子 
一般女子 

トリムAコート 
トリムBコート 

一般女子 

種目 

バレーボール 
 

軟式野球 
 

ソフトテニス 
 
 

テニス 
 

ハンドボール 
 

グラウンド・ゴルフ 
 
 

ソフトバレーボール 

優　勝 
LEES CLUB 
笠松金曜クラブ 
アパッチ野球軍 
笠松クラブ 

長谷川　佑太 
山田　和彦 

ミンクステニスクラブ 
ミンクステニスクラブ 
 
HC笠松 
ReeF 
武藤　順夫 
長谷部　道子 
フレンドリー 
 

松友クラブ 

準優勝 
 
 
オスカー 
 

宇治　文哉 
岩村　仁先 

 
 
シーダテニスクラブ 
笠松クラブ 
 
岩村　大史 
 
松友クラブA 
松友クラブB 

マンセル－B

3　位 
 
 
 
 
大川　隼人・浅野　佑真 
松原　直美・井川　智詞 
 
 
ミンクステニスクラブ 
ReeF 
 
 
加藤　峰子 
 
月曜ソフトバレー 
マンセル－A 
月曜ソフトバレー 

▼Ａブロック　優勝　笠松P.Aチーム （加藤定・松原志げる・武藤久子） 
▼Ｂブロック　優勝　笠松P.Cチーム （松原良明・松原美智子・杉山好枝） 
▼Ｃブロック　優勝　清寿会Bチーム （苅谷旨万・神田博吉・遠松武雄） 
▼Ｄブロック　優勝　円城寺チーム （加藤勝・長谷川貞雄・山田勝） 
▼Ｅブロック　優勝　清寿会A （足立吉成・小川淳吾・安田正行） 

第10回町民ペタンク大会結果 ５月２２日（日）笠松小学校屋外運動場 

▼小学生男子ダブルスの部 
　優勝　倉橋広季・安田盟将 準優勝　今枝辰介・中村大通 
▼小学生女子ダブルスの部 
　優勝　嶋田莉子・笠井麻央 準優勝　吉田彩乃・渡辺早紀 ３位　笠井梨央・関谷芽衣 
▼一般男子ダブルスの部 
　優勝　倉橋　誠・河合敏明 準優勝　玉腰敬大・田中雄介 ３位　後藤光男・樋口論実彦 
▼一般女子ダブルスの部 
　優勝　間宮啓子・中山紗紀子 準優勝　池場久佐子・大野由香里 ３位　堀真由美・梅谷ゆみ子 
▼壮年男子ダブルスの部 
　優勝　山田和人・福田　譲 準優勝　岩田弘毅・古橋恵二 ３位　松尾洋一・松波孝司 

第25回町民テニス大会結果 ６月１２日（日）緑地公園内テニスコート 
（敬称略） 

（敬称略） 
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　浜岡原子力発電所の運転停止を受け、今夏の中部電力管内の電力需給は非常に厳しい状況にな
ることが予想されます。電力需要は夏の昼間にピークとなり、特に月曜日から水曜日の午後１時から４時
までの時間帯が、極めて厳しい状況となる見込みです。 
　皆さまの更なる節電や省エネルギーのご協力をお願いします。 

在宅世帯の日中の平均的消費電力（１４時：１２００W）に対する節電の目安（資源エネルギー庁資料より） 

【問 合 先】環境経済課 

節 電 の お 願 い 

今月24日で地上アナログ放送が終了します 

節 電 の お 願 い 

　地上アナログテレビ放送終了まで１カ月を切りました。アナログテレビをお使いの方は、お早めに次の
対応をお願いします。 

〈アンテナを設置しているご家庭〉 
①新しくテレビを買い替える方は、地デジ対応のテレビに買い替える 
②今のテレビをお使いになる方は、地デジチューナーを付ける 

〈ケーブルテレビをご覧になっているご家庭〉 
③ケーブル事業者に問い合わせる 

【問 合 先】①②総務省地デジコールセンター 
1０５７０‐０７‐０１０１ 
③ケーブルテレビ会社（シーシーエヌ） 
1０１２０‐３４４‐８９３ 

◎地デジ詐欺にご注意ください 
　総務省や公的機関などと称して、地上デジタルテレビ放送受信のための不当な費用請求や勧誘など
をする地デジ詐欺が全国各地で発生していますので、ご注意ください。国や自治体、放送局などがお金
を請求することは絶対にありません。一人で判断せず、総務省地デジコールセンターまたは岐阜羽島警
察署1３８７‐０１１０へ連絡してください。 

今月24日で地上アナログ放送が終了します 

節電対策メニュー 

エアコン 

照　　明 

冷蔵庫 
 

テレビ 

待機電力 

節電効果 

10% 

10% 

5% 

2% 
 

2% 

2% 
 

室温28℃を心がけましょう。 

「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげましょう。 

日中は照明を消して、夜間もできるだけ照明を減らしましょう。 

設定を「強」から「中」または「省エネ」にして、扉を開ける時間をできるだけ減ら
しましょう。また、食品をつめこみすぎないようにしましょう。 

省エネモードに設定するとともに、画面の輝度を下げましょう。 

テレビ、レコーダーなどはリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切りましょう。 
また、長時間使わない機器はプラグを抜きましょう。 

夏の交通安全県民運動 
7月11日（月）～20日（水） 

ゆずりあう心で　夏の交通事故防止 



みんなと楽しく
介護予防

みんなと楽しく
介護予防

て もち 

な な 

ぬし 

よ すけ 

な な 

よ すけ な おわ くさ みち 

は いた なお 

は なお 

かな いけ 

たす ヽ ヽ 

ヽ ヽ もち 

れい じ ぶん 

じょう ぶ は 

むかし かな いけ むら びと おそ いの 

ち めい のこ むかし じゃく 

す おそ 

ばあさまは、手 かごいっぱいの餅 をめちゃく 
ちゃ投 げた。投 げるたびに、水の間に大きな口が 
ぷかーっぷかーっとあいた。それはまるで、大 
きな池の主 のようだった。 
「与 助 ！見てはいかん。見てはいかんぞ！後ろ 
むきに投 げろ。目をつむって投 げろ。 」 
与 助 は投 げ終 ると、力いっぱい草 道 を走った。 
…ふと気がつくと、歯 の痛 みはすっかり治 っ 
ていた。 
「 ばあちゃん。おらの歯 、治 ったわ。いとうな 
いわ。 」 
「 そうか、そうか、そりゃよかった。金 池 さま 
のお助 けじゃ。ほんによかったなあ。ド チ （注） 
がお前の歯、治してくれたのじゃ。ド チ は餅 

をもらったお礼 じゃといってなぁ。自 分 の 
丈 夫 な歯 を、お前によこしてくれたんじゃ 
ろう。 」 
こうして、昔 から金 池 は村 人 に恐 れられ、祈 
られる池になっていた。いま、池はうめられ、 
地 名 だけが残 っているが、昔 は三 尺 ほどもある 
ドチが住 んでいる恐 ろしい池であった。 

（おわり） 

��

筋力を貯める貯筋（ちょきん）は 
健康の始まり 

筋力を貯める貯筋（ちょきん）は 
健康の始まり シリーズ④ 

金池の主③ 
かなかな いけいけ ぬしぬし 

金池の主③ 
かな いけ ぬし 

　旅行などの外出先では歩いたり、階段を上った
り下りたりと、思わぬ筋力が必要となります。はつ
らつとした生活にはこの「筋力」が欠かせないも
のです。 
　最近、「足腰が弱くなり、つま先が上がりにくく
なったな」「少しの段差で転んでしまった」など筋
力の低下を感じていませんか？ 
　筋力は「動かないこと」を続けることで低下し、
毎日の生活に支障が出てきます。例えば、動くこ
とが面倒になり家の中で過ごすことが多くなると、
身体を動かさないために食欲が低下し、疲れや
すくなり、ますます筋力が低下してしまい、ついに

は歩行ができなくなるなど悪循環が起きます。 
　貯金は使えば使うほどなくなります。筋力は反
対に使えば使うほど貯まります。筋力を貯めるには、
体操がたいへん効果的で、秘けつは頑張りすぎず、
毎日コツコツ行うことです。皆さん、一緒に筋力を
貯める貯筋（ちょきん）をしませんか？ 
　町では、６５歳以上の方を対象に、楽しく会話を
しながら体操やストレッチを行う教室を開催して
います。日常生活の中に取り入れられる体操が
満載です。 
※高血圧や心疾患など治療中の病気がある方は、主治医
に相談のうえ参加してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】福祉健康課 

一本橋を安全に体験できるバランススティック 

（注）ドチ…スッポンの方言 

昭和20年頃の航空写真でみた金池 
〔笠松町歴史民俗資料館所蔵〕 

笠松競馬場 

金池 

笠松駅 

月日（曜） 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

7日（木） 

21日（木） 

時　間 

9：30～ 
11：15 

10：00～ 
11：30 

13：30～ 
15：15

場　所 

福祉健康 
センター 
（長池） 

福祉会館 
（東陽町） 

総合会館 
（中野） 

教　室　名 

貯筋（ちょきん）くらぶ 
～イスに座ったストレッチ～ 

骨（こつ）こつストレッチ 
～畳の上のストレッチ～ 

転倒予防教室 
～体育館の中で 
筋力アップ体操～ 

持ち物 

飲み物 
タオル 

上履き 
飲み物 
タオル 

7月 



B O X
情 報
B O X
情 報
B O X
情 報

お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

1
FAX 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 
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休日急病診療（内科・歯科）の 
お知らせ 福祉健康課 

　７月の休日急病診療当番医は次のとおりです。 
　受診の際は必ず保険証をご持参ください。ま
た、お昼の休憩時間がありますので、電話で確
認のうえ受診してください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
　下記以外については、羽島郡地域救急医療
情報センター（羽島郡広域連合消防本部内1
３８８‐３７９９）へお問い合わせください。 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代1３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

 
 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【問 合 先】 

　町では、皆さんの子育てをサポートするため、
乳幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保
護者交流の場として子育てサロンを開催します。 
　今回は、ボール・ベル・ベルターの用具を使用し
ながら、音楽に合わせて行う３B体操です。 
　お子さんと一緒に遊びに来てください。 
　また、育児・マタニティ相談もあわせて行いますの
で、相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

７月１３日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所　遊戯室 
乳幼児と保護者 
子育て支援センター 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

子育てサロン「みんなで3B体操」 
開催 子育て支援センター 

　当会は、身体に障がいをもつ方の福祉の向上、
社会参加、また、障がいを持つ者同士の悩みの
相談など様々な活動を会員相互で連携を図りな
がら続けています。 
　誰もが安心して暮らせる地域を築くために皆さ
んも一緒に障がい者福祉向上のための活動をし
ませんか。 
 
・岐阜県身体障害者福祉および体育大会への参加 
・会員研修会の開催 
・その他県および県身障福祉協会諸行事への参加など 
 
・町内に居住する身体障害者手帳をお持ちの方 

１,０００円 
（県５００円　郡支部１００円　町分会４００円） 
身体障害者相談員 
（広報２０ページ参照） 

入会のご案内 
岐阜県身体障害者福祉協会　羽島郡支部　笠松町分会 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

10 

17 

18 

24 

31

こころ歯科医院  

ご と う 歯 科  

きたはら歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

岐南歯科クリニック 

三 輪 歯 科 医 院  

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 野 中  

笠 松 町 北 及  

岐南町八剣北  

笠松町円城寺  

274‐0118 

387‐0955 

247‐8168 

387‐5900 

248‐1116 

387‐6110

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

10 

17 

18 

24 

31

羽 島 クリニック  

小 寺 医 院  

沢 田 内 科  

愛 生 病 院  

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

笠 松 町 門 間  

笠松町美笠通  

岐南町上印食  

笠松町円城寺  

笠 松 町 田 代  

岐南町八剣北  

387‐6161 

387‐4504 

247‐5131 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771
 
 
 
 
 
 
 
【活動内容】 
 
 
 
【入会要件】 
 
【年 会 費】 
 
【問 合 先】 
 



総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 
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体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

7月25日（月） 
午後7時30分～ 運動場を利用の方 
午後8時～ テニスコートを利用の方 
中央公民館 

8月分 
運動場 

テニスコート 

月日（曜） 
 

7月 

 
8日（金） 

 
20日（水） 

献血会場 
㈱光製作所（中野） 
ギフメン㈱（緑町） 
福祉健康センター（長池） 
JAぎふグリーンセンターさかい川（門間） 

時間 
10：00～16：00 
9：00～11：00 
12：30～14：00 
15：00～16：00

 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
福祉健康課 

 
 
 
 
【期　　間】 
【抽 選 日】 

　収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに
使われます。 
○サマージャンボ宝くじ １等と前後賞で ３億円 
○２０００万サマー １等 ２千万円 

７月１１日（月）～２９日（金） 
８月９日（火） 

サマージャンボ宝くじ 
～2000万サマーと同時発売！～ 

 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　こころの悩みや不安について地域活動支援
センターの精神保健福祉士などが相談に応じます。 
　また、同時に精神障がいの方やそのご家族、
こころの悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の
場として、グループワークを開催しますので、お気
軽にご参加ください。 

７月２１日（木） 午前１０時～午後１時 
福祉健康センター 
こころの相談、調理 
７月１４日（木） 
福祉健康課 

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 福祉健康課 

◎乳がん検診・子宮がん検診を申し込みされていない方で受診を希望される方は福祉健康課へご連
絡ください。 

福祉健康課 

乳がん検診（病院検診）・子宮がん検診のお知らせ 福祉健康課 

献血のお知らせ 福祉健康課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　町では、２月１日より、中学１年生から高校１年生
相当の年齢（年度末年齢が１３歳から１６歳）の
女性を対象に、子宮頸がん予防ワクチン接種費
用の全額を助成していますが、３月以降全国的に
ワクチンが不足しており、初回接種ができない状
況となっていました。 
　このような状況を踏まえ、高校２年生相当の年
齢（年度末年齢が１７歳）の方で、９月３０日までの
間に初回の接種をされた場合も助成の対象とす
ることとなりました。希望される方は９月３０日までに
接種をしてください。 

福祉健康課 

子宮頸がん予防ワクチン接種費用 
助成のお知らせ 福祉健康課 

 
 
【問 合 先】 

検診名 

乳がん検診 

子宮がん検診 

対象者 

40歳以上 
（2年毎） 

20歳以上 
（2年毎） 

実施期間 

8月1日～ 
10月31日 

8月1日～ 
9月30日 

一部負担金 
40歳～49歳 
50歳～69歳 
70歳以上 

20歳～69歳 

70歳以上 

1,300円 
900円 
300円 

1,500円 

400円 

納付方法 

受診当日、医療
機関窓口でお支
払いください。 

案内方法 

平成21年度に受
診された方、2月
の「健康診査申込
調査表」で検診を
希望された方に
案内を送付 

案内時期 

7月下旬 

実施医療機関 

松波総合病院 
サンライズクリニック 

こめの医院 
松波総合病院 
サンライズクリニック 



【目　　的】 
 
【期　　日】 
【時　　間】 
 
【場　　所】 
【定　　員】 
【申込方法】 
 
 
【問 合 先】 

消防法で定める甲種防火管理者資
格の取得 
８月４日（木）・５日（金） 
１日目午前９時５０分～午後４時４０分 
２日目午前９時５０分～午後４時 
羽島郡広域連合消防本部３階大会議室 
５０人 
７月１日（金）～２９日（金）に受講料 
４,５００円を添えて消防本部予防課
へ申し込みください。（郵送は不可） 
羽島郡広域連合消防本部予防課 
1３８８‐１１９８ 

甲種防火管理新規講習会開催 
郡広域連合消防本部 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参 加 費】 
【内　　容】 
 
【駐 車 場】 
【問 合 先】 

7月24日（日）　午前7時～9時 
（小雨決行） 
笠松みなと公園芝広場（木曽川河畔） 
100円（飲み物・保険料含む） 
木曽川周辺のウォ－キング・軽スポ－ツ 
運動のできる服装で参加してください。 
笠松みなと公園北側駐車場 
笠松町レクリエ－ション協会 
（松枝公民館内） 

ふれあおう in 笠松みなと公園 
レク・ウォ－キング開催 町レクリエ－ション協会 

赤 門 不 動 産  
羽島郡笠松町北及　　☎387‐3304

不動産取引全般 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【相談期限】 
【受付時間】 
【受 付 先】 
【問 合 先】 

　最低賃金の引き上げにより大きな影響を受け
る中小企業主の皆さんのために、労働面と経営
面の相談にそれぞれの専門家がワン・ストップで
対応する窓口を岐阜県社会保険労務士会内に
設置しました。 
　次のような相談ができます。 
●労働安全衛生管理体制づくりが難しい。 
●労働条件管理制度を確立したい。 
●就業規則をしっかりとしたものにしたい。 
●その他、労務全般・経営に関することなど。 
　相談は無料で、電話、面談、県内なら出張相
談にも応じます。 

平成２４年３月末 
午前９時～午後５時（土・日・祝日除く） 
1２７２‐３０２８ 
岐阜労働局労働基準部賃金室 
1２４５‐８１０４ 

「岐阜県最低賃金総合相談支援センター」 
を開設 岐阜労働局賃金室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　町では地震に備えるため、昭和５６年５月３１日
以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診
断を希望される方に、無料で専門家を派遣し、耐
震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制
度を行っています。 
　また、昭和５６年６月１日以降に着工された木造
住宅の耐震診断と昭和５６年５月３１日以前に着
工された木造住宅の耐震補強についても費用の
一部を助成する制度があります。 

１２月２８日 
建設課 

木造住宅の無料耐震診断の 
お知らせ 建設課 

【告 示 日】 
【選挙の日】 
【立候補届出受付日時】 
 
【受付場所】 

７月５日（火） 
７月１０日（日） 
 
７月５日（火） 午前８時３０分～午後５時 
役場　第１会議室（２階） 

※立候補届出用紙などは、町選挙管理委員会
事務局（役場総務課）にあります。 

笠松町農業委員会委員選挙 
町選挙管理委員会 
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羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

夏休み企画 

「竹工芸にみる童話の世界」開催 
歴史民俗資料館 

　竹を使用して、日本昔
ばなしやイソップ物語の情
景を表現しました。作品を
観て幼い頃を思い出しな
がら、心のふるさとをご家
族で味わってください。 
【会期・時間】 
７月２０日（水）～８月２８日（日） 
午前９時～午後５時 
【休 館 日】月曜日 
【入 館 料】無料 



一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 
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【申込・受付期間】 
平成２３年７月４日（月）～２９日（金） 
午前８時３０分～午後５時３０分 
　ただし、土曜日・日曜日および祝日の申込用
紙の交付および受け付けは行いません。郵送
による申込みの場合は、７月２９日（金）の消印
分まで有効です。 

【申込・問合先】 
笠松町役場総務課 
〒５０１‐６１８１　笠松町司町１番地 
1０５８‐３８８‐１１１１ 

【採用年月日】 
【採用予定人員】 

平成２４年４月１日 
事務職員・技術職員（土木） 
若干名 

【受験資格】 

【試験日時・場所・方法】 

町職員募集 
総務課 

昭和56年4月2日 
から 
平成2年4月1日 
までに生まれた方 

・日本国籍を有する方 
・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含
む）でないことやその他公務員として法律
的に欠格事項がない方 

大学卒業程度 

昭和56年4月2日 
から 
平成4年4月1日 
までに生まれた方 

短大卒業程度 

昭和56年4月2日 
から 
平成6年4月1日 
までに生まれた方 

高校卒業程度 

 
年齢 
要件 

 
その他 

区分 

大学卒・短大卒・高校卒程度 

平成23年9月18日（日） 
午前8時50分～ 

県立羽島北高等学校（予定） 

教養試験・事務適性検査・適性検査 

平成23年10月下旬予定 

笠松町役場など 

口述試験・作文試験・体力検査 

区分 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験
合格者のみ） 

日 時  

場 所  

試験方法 

日 時  

場 所  

試験方法 

【採用年月日】 
【採用予定人員】 
【受験資格】 

平成２４年４月１日 
男子職員　若干名 

【試験日時・場所・方法】 

羽島郡広域連合消防職員を募集 
郡広域連合消防総務課 

昭和61年4月2日から
平成2年4月1日まで
に生まれた男子の方 

・日本国籍を有する方 
・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含
む）でないことやその他公務員として法律
的に欠格事項がない方 

第1種 
（大学卒業程度） 

平成2年4月2日から
平成6年4月1日まで
に生まれた男子の方 

第2種 
（高校卒業程度） 

年齢 
要件 

 
その他 

区分 

第 1 種・第 2 種 

平成23年9月9日（金） 
午前9時30分～ 

笠松中央公民館 

教養・体力・適性試験 

平成23年10月上旬（予定） 

羽島郡広域連合 

口述試験 

区分 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験
合格者のみ） 

日 時  

場 所  

試験方法 

日 時  

場 所  

試験方法 

【申込・受付期間】 
 
 
 
 
【申込方法】 
 
 
【申込・問合先】 

平成２３年７月７日（木）～２９日（金） 
午前８時３０分～午後５時３０分 
　ただし、土曜日・日曜日および祝日
の申込用紙の交付および受け付け
は行いません。 
消防総務課に申込用紙があります
ので、必要事項を記入のうえ申込期
間内に提出してください。 
 

羽島郡広域連合消防総務課 
笠松町美笠通３丁目２５番地 
1058‐３８８‐１１９６ 



 
 
 
【日　　時】 
 
【会　　場】 
 
【集合場所】 
【講　　師】 
【定　　員】 
【参 加 料】 
【申 込 先】 
 
 
【問 合 先】 

　笠松トンボ天国には5つの池があり、昆虫・水生
生物・鳥などがいます。トンボ天国の自然の中で、
親子でトンボなどの生き物の世界を探検しませんか。 

７月１７日（日） 
午前９時３０分～１１時３０分（雨天中止） 
笠松トンボ天国無動寺河川敷 
（河川環境楽園西口手前） 
笠松トンボ天国入口看板前 
柴田佳章氏（昆虫の専門家） 
親子１５組（先着順） 
無料 
住所・氏名・電話番号を記入して、
FAX３８７‐７１６１またはEメール
fuji_fho@ybb.ne.jp 
トンボ池を守る会事務局 
可児幸彦1０９０‐８５５６‐３４７８ 

 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
【問 合 先】 

◆募集説明会 
７月１０日（日）・１６日（土） 
両日とも　午後１時～４時（随時） 
JR岐阜駅内　ハートフルスクエアーG 
（クラフト室） 
岐阜地方協力本部岐阜募集案内所 
1３８３‐５１１８ 

笠松トンボ天国・親子探検隊 
参加者募集 トンボ池を守る会 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【集合場所】 
【定　　員】 
【対　　象】 
【参加費用】 
【申込開始】 
【受付時間】 
【休 業 日】 
【申込・問合先】 

　自然との共生や環境保全に力をそそいだ工園
工場内をバスでめぐる工場見学と、美しい日本庭
園の見学会が開催されます。また、見学会終了後、
薬膳料理を楽しんでいただけます。 
　ぜひ、ご参加ください。 

８月３日（水） 
午前９時１５分～午後１時３０分 
各務原市立中央図書館北 
３０人（申込順） 
中学生以上の方 
薬膳料理代１,０５０円（当日徴収） 
７月８日（金） 
午前９時～午後５時 
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 
木曽川学研究協議会事務局 
（各務原市木曽川文化史料館内） 
1０５８６‐８９‐６０５５ 

エーザイ川島工園と日本庭園見学会 
参加者募集 教育文化課 

【大 き さ】 
【 色 】 
【枠　　数】 
【掲 載 料】 
 
【募集期限】 
【問 合 先】 

１枠　縦３.０センチ×横８.５センチ 
黒一色 
４枠 
５,０００円（１枠） 

※広告物（原稿）は、広告主での作成となります。 
７月２２日（金）（先着順） 
笠松町民運動会実行委員会 
（中央公民館内） 

第60回笠松町民大運動会プログラム 
広告募集 町民運動会実行委員会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

８月１３日（土）・１４日（日） 午前９時～ 
緑地公園内テニスコート 
町内に在住・在勤・在クラブの方 
①一般男子の部（高校生以上） 
②一般女子の部（高校生以上） 
③中学生以下男子の部（小学生以上） 
④中学生以下女子の部（小学生以上） 
１人１００円（大会当日徴収） 
８月２日（火） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

第60回記念町民ソフトテニス大会 
参加者募集 町体育協会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
 
【種　　目】 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申 込 先】 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

8月28日・9月4日・11日（日） 
午前8時30分～ 
米野運動場 
町内単位で構成されたチーム（町内
在住の方20人以内）で1町内3チー
ムまで 
ファーストピッチの部 
1チーム2,000円（抽選会時徴収） 
7月28日（木） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

◎組み合わせ抽選会 
8月12日（金）午後7時30分～ 
中央公民館集会室 

第37回町民ソフトボール大会 
参加チーム募集 町体育協会 

��

自衛官など募集 自衛隊岐阜地方協力本部 

高卒（見込含） 
21歳未満 

18歳以上 
27歳未満 

18歳以上 
27歳未満 

受験資格 

8月1日（月） 
 

9月7日（水） 
 

9月中旬まで 

受付期間 

9月22日（木） 
 

9月17日（土） 
 

9月下旬 

1次試験 

航空学生 
（パイロット） 

一般曹 
候補生 

自衛官 
候補生 

募集種目 

〜 
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7月開催日程 
7/1.13.14.15.18.25.27.28.29

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

2歳馬もデビュー間近!!

7/ 1（金）第34回サマーカップ（SPⅢ） 
7/15（金）第35回クイーンカップ（SPⅢ） 
7/ 1（金）第34回サマーカップ（SPⅢ） 
7/15（金）第35回クイーンカップ（SPⅢ） 

 
 
 
 
 
 
【開館時間】 
 
【問 合 先】 

　世界淡水魚園水族館「アクア・トトぎふ」は７月
１４日で開館７周年を迎えます。開館以来、多くの方々
にご来館いただいた感謝の気持ちを込め、７月９
日（土）・１０日（日）の２日間、小学生以下のお子さ
んを無料でご招待します。この機会に、ご家族で
ぜひお越しください。 

午前９時～午後６時 
（最終入館は午後５時まで） 
世界淡水魚園水族館 
1０５８６‐８９‐８２００ 

小学生以下のお子さんを無料で 
ご招待します アクア・トトぎふ 

 
 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【啓発場所】 
【参加団体】 

　７月は、「青少年の非行・被害防止全国強調月
間」です。 
　町青少年育成町民会議では、町民の皆さんの
非行・被害防止に対する意識を高め、地域ぐるみ
で青少年を守り・育てる環境を築いています。 
　また、法務省の「社会を明るくする運動」とあ
わせて「非行・被害防止街頭啓発運動」を行い
ます。ご協力をお願いします。 

７月３日（日） 午前１０時～正午 
笠松駅、トミダヤ笠松店、ピアゴ笠松店 
町青少年育成町民会議、羽島保護
区保護司会、羽島更生保護女性会、
町子ども会育成協議会 

青少年の非行・被害防止全国強調月間 
町青少年育成町民会議 

 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
【参加資格】 
 
【参 加 費】 
【問 合 先】 

　岐阜県精神保健福祉センターでは、自死遺族
の集い「千の風の会」として、自死により突然亡く
なった、大切な人への哀しみや深い思いを安心
して語り合える、わかち合いの集いを開催します。 

７月２４日（日） 午後１時３０分～４時 
（受付 午後１時～） 
県民ふれあい福寿会館４階４０３ 
小会議室 
（岐阜市藪田南５丁目１４番５３号） 
自死された方の親・配偶者・子ども・
兄弟姉妹 
無料 
岐阜県精神保健福祉センター 
1２７３‐１１１１（内線２２５２） 

自死遺族の集い「千の風の会」の 
ご案内 岐阜県精神保健福祉センター 

 
 
【日　　時】 
【集合場所】 
 
【定　　員】 
【対　　象】 
【参加費用】 
 
 
【注意事項】 
 
 
 
 
【申込開始】 
【受付時間】 
【休 業 日】 
【申込・問合先】 

　水族館の飼育係の話を聞きながら、水族館内
見学とバックヤード見学会が開催されます。 

８月１７日（水） 午前９時４５分～正午 
世界淡水魚園水族館「アクア・トトぎふ」
（各務原市川島笠田町１４５３） 
３０人（申込順） 
小学生以上 
大人８００円、中高校生６００円 
小学生３００円（当日徴収） 
※水族館の入園料含む 
小学生は保護者同伴でご参加くだ
さい。 
バックヤードは狭い場所や階段、滑り
やすい箇所がありますので、動きや
すい服装でご参加ください。 
７月１４日（木） 
午前９時～午後５時 
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 
木曽川学研究協議会事務局 
（各務原市木曽川文化史料館内） 
1０５８６‐８９‐６０５５ 

アクア・トトぎふ見学会 
参加者募集 教育文化課 

photo：カツゲキ号　2009.3.6生　牡　芦毛　父：サムライハート　母：ダンシングマートル 
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INFORMATIONBOXINFORMATIONBOX

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３：００～１３：２０ 

１３：１０～１３：５０ 
 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 
 

９：３０～１１：１５ 
 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：３０ 

９：００～１１：３０ 

１３：００～１５：００ 

９：００～１１：３０ 

１３：００～１５：００ 

９：００～１１：３０ 

１３：００～１５：００ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 
1歳6カ月児健康診査・ 
フッ化物塗布 
3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 
にこにこ教室 
 
 

歯みがき教室 
 
 

プレパマクラブ 
 
 
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 
 
 

健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～筋力アップ教室～ 
 

骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 
ふれあいひろば 
～認知症の閉じこもり予防教室～ 
 
 
ふれあい喫茶 
～高齢者の憩いの場～ 
 

 
障がい者就労体験 
 
 
 
 
 
 
フレッシュ健診 

６日（水） 

１４日（木） 

２８日（木） 

２６日（火） 

２８日（木） 

１２日（火） 

２７日（水） 

２７日（水） 

１２日（火） 

１３日（水） 

２０日（水） 

２７日（水） 

８日（金） 

１１日（月） 

１２日（火） 

２７日（水） 

７日（木） 

２１日（木） 

６日（水） 

２０日（水） 

１３日（水） 

２７日（水） 

２６日（火） 

８日（金） 

１１日（月） 

１２日（火） 

２６日（火） 

５日（火） 

 

８日（金） 

 

１１日（月） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 
 

総合会館 
 

福祉健康センター 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 
 

下羽栗会館 

中央公民館 

 

福祉健康センター 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

7月の相談・保健 

6日（水） 

20日（水） 

固定資産税 2期分 
国民健康保険税 1期分 
後期高齢者医療保険料 1期分 

介護保険料 2期分 
水道料金下水道使用料 2期分 
保育料 7月分 

納期限 8月1日（月） 
　今月のお休みはありません。 
　7月21日（木）から8月31日（水）
までの閉室時間を午後4時30分から
午後5時に変更します。 
　今月の「おはなしかい」は7月9日（土）午前
10時30分から中央公民館音楽室で開催します。 

今月の納税・納付 

第3日曜日は家庭の日 

家族みんなが、安全に心がけ 
事故のないように努めましょう。 

7月17日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑　門間６６６ ☎388‐2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１ ☎388‐0029 

　河尻和男　北及１９０２ ☎387‐5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９ ☎388‐3791 

　岩田賢一　田代９５０‐１ ☎388‐0068

日（曜日） 

13：00～15：00 福祉会館 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑　東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔　北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣　とし子　長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387‐7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387‐6110

図書室 
からの 
お知らせ 

今 月 の テ ー マ 

家庭・地域・職場における 
男女共同参画のすすめ 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

★職場では 
　パートタイム労働など多様な 
　就労条件の整備を進めます 

2020



国民年金保険料の 
支払いが困難なときは 

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161
 
　経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、
申請をして認められれば保険料の納付が免除される保険料免除
制度があります。 

　保険料の免除を受けず保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発
生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 
　また、一部免除された額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注
意ください。 
　なお、免除された保険料は10年以内であれば、後から納めることができます。ただし、2年を過ぎま
すと加算額がつきます。 
※この制度をご利用いただく場合は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得がそれぞれ一定の基準以下である必要があ
ります。ただし、一定の基準を超えていても災害、失業、事業の廃止などの理由によって保険料が免除される場合があ
ります。 
　申請手続きは、年金手帳・印鑑をお持ちになり役場保険医療課で行ってください。 

花火で遊ぶ時の注意 

火 の 用 心 

羽島郡広域連合　☎388‐1198

 
 
 
 
 
 
　夏の風物詩「花火」。 
　花火のことを法律の
用語では「煙火（えん
か）」といいます。花火
大会などの専門花火
は「煙火」、私たちがよ
く遊ぶ花火は、「おもち
ゃ花火」といい区別されています。 
子どもからおとなまで楽しむ「おもちゃ花火」。
おもちゃとはいえ、花火の原料は火薬です。使
用方法や注意事項を守らないと、大きな事故・

火災にもなりかねません。開放的な気分が高
まるだけに、一層の注意が必要です。 
危険性を認識し、次の点に十分注意しながら
遊びましょう。 
・注意書きや使用方法をよく読み、必ず守る。 
・バケツに水を用意する。 
・花火を人や家に向けない。 
・燃えやすいものがある場所は避ける。 
・火が衣服に付かないように注意する。 
・風の強い時はやめる。 
・たくさんの花火に一度に火をつけない。 
・筒状の花火は途中で火が消えても筒をの
ぞかない。 
　また、子どもたちだけでの花火は大変危険
なため、おとなが積極的に参加して花火の正
しい扱い方、火の後始末を指導してあげまし
ょう。 

21

免除の種類 免除の内容 将来の年金の支給 

全額免除 
 

4分の3免除 
 

2分の1免除 
 

4分の1免除 

保険料の全額が免除 
 

保険料の3/4が免除 
（残りの1/4を納付） 

保険料の1/2が免除 
（残りの1/2を納付） 

保険料の1/4が免除 
（残りの3/4を納付） 

保険料の全額が免除された期間 
保険料を全額納付した場合の1/2 

保険料の3/4免除期間 
保険料を全額納付した場合の5/8 

保険料の1/2免除期間 
保険料を全額納付した場合の6/8 

保険料の1/4免除期間 
保険料を全額納付した場合の7/8

21

免除制度の種類 

〈免除期間〉申請した年度の7月分～翌年6月分 
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Q A&
このコーナーでは、日ごろ町民の
皆さんから役場へ寄せられる質問・
意見などを回答とともに紹介します。 こんなときどうするの こんなときどうするの こんなときどうするの 

ホームページアドレス ��������������	�
����������������

おなまえ おなまえ 

楽しく汗をかいて、明日も頑張るぞ!!まかな

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

25 

23 

2 

5

減 

減 

減 

減 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

まちの人口 
平成23年 6月1日現在 

柴田麻善・佳代子さんの子 
平成22年7月14日生 

柴田 瑛介 （中野） くん 

し ば  た  え い  す け  

後藤 陽依 （田代） ちゃん 

ご  と う  ひ  よ り  

後藤慎一郎・泰代さんの子 
平成22年7月6日生 

　松波総合病院のチーム『GENKI』は、みんなで楽しく、時には
厳しくバレーボールを楽しむサークルです。 
　嫌な事があったり、ちょっと疲れていても、仲間の顔を見て、楽
しく汗をかいて、ストレス解消!!　また明日から頑張るか!!　みん
ながそう思えるような時間であったらいいな・・・と思っています。 
　親子や嫁姑など幅広い年齢層で和気あいあいと活動していま
す。年齢・性別・経験は、問いません。私たちと一緒に楽しくバレ
ーをしたい方、気軽に体育館へ来てくださいね。お待ちしています。 
【活動日】毎週木曜日 午後8時頃～ 
【場　所】下羽栗小学校 体育館 
【連絡先】森　真里　☎388‐0854

イタズラ好きで、 

泣き虫なひよちゃんだけど、 

これからも元気にスクスク育ってね。 

のんびり屋の瑛介くん。 

これからも、にこにこ元気で育ってね。 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します。 

応募対象　平成22年9月生まれの赤ちゃん 
応募期間　7月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 

22,427 

10,806 

11,621 

8,218　 

松波総合病院のチーム『GENKI』 

乳幼児がいる母親です。同年齢の子と一緒に遊ばせたいのですが、町にはどのような施設や行事があるのでしょうか。 
お子さんと保護者の方の遊び場や交流の場としては、児童館、親子プレイルーム兼

児童室（第一保育所内）、松枝保育所と下羽栗保育所内に児童室があります。また、乳
幼児と保護者同士の交流の場としての「子育てサロン」、その他気軽に参加できる行事
を開催しています。開催日時や場所は、広報でお知らせします。ぜひ、遊びにきてください。 
【問合先】子育て支援センター、児童館 

Q
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こ
ん
に
ち
は

こ
Hello!

彦星と織姫となった 
かさまるくん（左）と 
かさまるちゃん（右）。 
（町マスコットキャラクター） 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ ������������  ��������������� 
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